
第２１号 平成２５年度徳島県病院事業会計予算

（総則）

第１条 平成２５年度徳島県病院事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。

�１ 病 床 数 ７９０床

�２ 年 間 患 者 数

入 院 ２０９，８７５人

外 来 ２７８，４０４人

�３ １ 日 平 均 患 者 数

入 院 ５７５人

外 来 １，１４１人

�４ 主要な建設改良事業

病院増改築工事費 ５，６３９，１１０千円

医療器械及び備品購入費 ９２９，６７２千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第１款 病 院 事 業 収 益 １８，９２９，８０９千円

第１項 医 業 収 益 １６，９４１，９３４千円

第２項 医 業 外 収 益 １，９８７，８７５千円

支 出

第１款 病 院 事 業 費 用 ２０，００５，９７５千円

第１項 医 業 費 用 １９，０２１，３８８千円
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第２項 医 業 外 費 用 ６７７，７６６千円

第３項 特 別 損 失 ３０６，８２１千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額７３４，２７７千円は，当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額４，３５０千円及び過年度分損益勘定留保資金７２９，９２７千円で補てんするものとする。）。

収 入

第１款 資 本 的 収 入 ９，０２９，６０２千円

第１項 企 業 債 ３，６９４，０００千円

第２項 負 担 金 ４０７，５２５千円

第３項 他会計からの借入金 ２，１００，０００千円

第４項 補 助 金 ２，８２８，０７７千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ９，７６３，８７９千円

第１項 建 設 改 良 費 ６，５６８，７８２千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ７３２，０２０千円

第３項 他会計からの借入金償還金 ２，４６３，０７７千円

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

三好病院医療器械・備品整備事業業務委託等契約 自 平成２６年度
至 平成３１年度 １，６５０，０００千円

（企業債）

第６条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。
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起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

病院整備事業 ３，６９４，０００ 証書借入又は証券発
行

年５％以内（ただし，利率見直し方
式で借り入れる資金について，利率
の見直しを行った後においては，当
該見直し後の利率）

融資機関の融資条件による。ただ
し，必要の生じた場合は全部若し
くは一部繰上償還し，又は借換え
することができる。

千円

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は，５，０００，０００千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については，その経費の金額を，それ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は，議会の議

決を経なければならない。

�１ 職 員 給 与 費 １０，２７８，９５９千円

（たな卸資産の購入限度額）

第９条 たな卸資産の購入限度額は，４，４２０，０００千円と定める。

（重要な資産の取得）

第１０条 重要な資産の取得は，次のとおりとする。

種 類 名 称 数 量

�１ 取得する資産 医療器械 リニアック 一 式

磁気共鳴断層撮影装置 一 式

Ｘ線コンピューター断層撮影装置 一 式

ＤＳＡ装置 一 式

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門
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第２２号 平成２５年度徳島県電気事業会計予算

（総則）

第１条 平成２５年度徳島県電気事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。

�１ 供給電力量 水力発電所 ３２４，０００，０００ｋＷｈ

太陽光発電所 ３，３２９，４１７ｋＷｈ

�２ 建設改良工事 和田島太陽光発電所建設事業 ５２９，２００千円

既設設備改良工事 ６６３，９４１千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第１款 事 業 収 益 ２，７４５，３０２千円

第１項 営 業 収 益 ２，５６５，６１２千円

第２項 財 務 収 益 ２９，６５８千円

第３項 附 帯 事 業 収 益 １３９，８３５千円

第４項 事 業 外 収 益 ９，８９７千円

第５項 特 別 利 益 ３００千円

支 出

第１款 事 業 費 用 ２，４６９，０７２千円

第１項 営 業 費 用 ２，３０４，３１８千円

第２項 財 務 費 用 １３千円

第３項 附 帯 事 業 費 用 １２３，２３５千円

第４項 事 業 外 費 用 ３７，５０６千円
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第５項 特 別 損 失 １，０００千円

第６項 予 備 費 ３，０００千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額９４４，５０９千円は，当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額５６，５５４千円及び過年度分損益勘定留保資金８８７，９５５千円で補てんするものとする。）。

収 入

第１款 資 本 的 収 入 ３８５，７５１千円

第１項 固 定 資 産 売 却 代 ５，５２０千円

第２項 他会計長期貸付金返還金 ３８０，２３１千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 １，３３０，２６０千円

第１項 建 設 改 良 費 １，１９３，１４１千円

第２項 投 資 １３７，１１９千円

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

日野谷発電所１号水車発電機修繕事業工事請負契約 平 成 ２６ 年 度 ３２９，７６９千円

勝浦発電所水車発電機改良事業工事請負契約 平 成 ２６ 年 度 ３７９，８６２千円

勝浦発電所屋外機器取替事業工事請負契約 平 成 ２６ 年 度 １６２，５５５千円

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は，１，５００，０００千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
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第７条 次に掲げる経費については，これらの経費の金額を，これらの経費のうち他の経費の金額に，若しくはこれら以外の経費の金額に流用し，又はこれら

以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

�１ 職 員 給 与 費 ８６７，０９８千円

�２ 交 際 費 １１８千円

（たな卸資産の購入限度額）

第８条 たな卸資産の購入限度額は，１０，０００千円と定める。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門
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第２３号 平成２５年度徳島県工業用水道事業会計予算

（総則）

第１条 平成２５年度徳島県工業用水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。

�１ 給水事業所数 ３３ 吉野川北岸工業用水道 ２３

阿南工業用水道 １０

�２ 年間総給水量 ６５，４８８，３００� 吉野川北岸工業用水道 ３８，６６０，８００�

阿南工業用水道 ２６，８２７，５００�

�３ １日平均給水量 １７９，４２０� 吉野川北岸工業用水道 １０５，９２０�

阿南工業用水道 ７３，５００�

�４ 建設改良工事 吉野川北岸工業用水道改良工事 ３９４，４９３千円

阿南工業用水道改良工事 ３２６，６６４千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第１款 事 業 収 益 １，０６７，８４２千円

第１項 営 業 収 益 １，０６２，１４８千円

第２項 営 業 外 収 益 ５，６９４千円

支 出

第１款 事 業 費 用 ９３１，８５５千円

第１項 営 業 費 用 ８３７，６９６千円

第２項 営 業 外 費 用 ９４，１５９千円

（資本的収入及び支出）
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第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額８１１，６７５千円は，当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額３２，８４１千円，過年度分損益勘定留保資金７６３，２６２千円及び当年度分損益勘定留保資金１５，５７２千円で補てんするものとする。）。

収 入

第１款 資 本 的 収 入 ８１，４７９千円

第１項 固 定 資 産 売 却 代 １，４７９千円

第２項 他 会 計 長 期 借 入 金 ８０，０００千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ８９３，１５４千円

第１項 建 設 改 良 費 ７２１，１５７千円

第２項 企 業 債 償 還 金 １７０，７９７千円

第３項 国 庫 補 助 金 返 還 金 １，２００千円

（一時借入金）

第５条 一時借入金の限度額は，５００，０００千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第６条 次に掲げる経費については，これらの経費の金額を，これらの経費のうち他の経費の金額に，若しくはこれら以外の経費の金額に流用し，又はこれら

以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

�１ 職 員 給 与 費 ２１８，５０６千円

�２ 交 際 費 １６千円

（たな卸資産の購入限度額）

第７条 たな卸資産の購入限度額は，２０，０００千円と定める。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門
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第２４号 平成２５年度徳島県土地造成事業会計予算

（総則）

第１条 平成２５年度徳島県土地造成事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。

�１ 工業用地の管理事業 ２，９２３千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第１款 事 業 収 益 １１，０４４千円

第１項 営 業 収 益 ７，７４０千円

第２項 営 業 外 収 益 ３，３０４千円

支 出

第１款 事 業 費 用 ４，５８６千円

第１項 営 業 費 用 ４，５８５千円

第２項 営 業 外 費 用 １千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額７８，９４１千円は，過年度分損益勘定留保資金７８，９４１

千円で補てんするものとする。）。

収 入

第１款 資 本 的 収 入 ３３，０７７千円

第１項 他会計長期貸付金返還金 ３３，０７７千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 １１２，０１８千円

再校
第２４号 平成２５年度徳島県土地造成事業会計予算 ６５

平成25年2月議案



第１項 建 設 改 良 費 １８千円

第２項 投 資 １１２，０００千円

（一時借入金）

第５条 一時借入金の限度額は，３０，０００千円と定める。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門
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第２５号 平成２５年度徳島県駐車場事業会計予算

（総則）

第１条 平成２５年度徳島県駐車場事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。

�１ 収 容 台 数 ５２５台

�２ 建 設 改 良 工 事 既設設備改良工事 ４，３９４千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第１款 事 業 収 益 ８０，６６０千円

第１項 営 業 収 益 ８０，０３０千円

第２項 営 業 外 収 益 ６３０千円

支 出

第１款 事 業 費 用 ６７，８５６千円

第１項 営 業 費 用 ６６，６９３千円

第２項 営 業 外 費 用 １，１６３千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１５７，４５１千円は，過年度分損益勘定留保資金

１５７，４５１千円で補てんするものとする。）。

支 出

第１款 資 本 的 支 出 １５７，４５１千円

第１項 建 設 改 良 費 ４，３９４千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ２０，０５７千円
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第３項 投 資 １３３，０００千円

（一時借入金）

第５条 一時借入金の限度額は，３００，０００千円と定める。

（たな卸資産の購入限度額）

第６条 たな卸資産の購入限度額は，１，０００千円と定める。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門
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